
別紙 2 

組織的対応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 被害者やいじめを知らせた生徒等に十分配慮し、事実確認をする。 
 加害者、被害者双方からの事実関係を聞き取り、聞き取った内容については周辺生徒からも状況を確認する。 
 保護者の希望があった場合は検討し、必要ならば当該学年クラス全体に指導する。 

報告 
 

共通理解 
 

相談 
 

重大事案の場合 
マスコミへの対応(管理職) 

支援 
 

相談 
 

招集・指揮 
 

適宜連絡 
 共通理解 

 

報告 
 

・アンケートの実施 
・家庭訪問 
 ※欠席が続く場合 
 

・被害者生徒の面談 
・被害者保護者への連絡 
・3 者面談 
・加害者生徒との面談 
・加害者保護者への連絡 

いじめ発生 

情報を得た教職員 

生徒指導部 校⻑・教頭 

対策委員会 

報告・共通理解 

基本方針・役割分担決定 

調査班編成 

報告・事実関係の把握 

指導方針の決定 

対応班編成 

いじめ解消に向けた指導 

校務会議 
職員会議 保護者 

解 消 

継続的指導・経過観察 

再発防止・未然防止活動 

関係機関 
・県教育委員会 
・警察 
・弁護士 

支援 
 

相談 
 

ﾈｯﾄ上のいじめ 
・県警本部サイバー

犯罪対策室 

保健室 


